
医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合

自己負担割合 所得区分 条　件

2割 一般Ⅱ

1割

一般Ⅰ

区分Ⅱ
区分Ⅰ

3割 現役並み
所得者

　医療費の自己負担（一部負担金）の割合は、1割、2割または３割です。
　自己負担割合は、8月１日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得
に応じて判定されます。

　判定のながれの詳細については８・９ページのフローチャートを参照してください。
※ここでの「被保険者」とは、千葉県の後期高齢者医療制度に加入している方を指します。

6

▼同一世帯に被保険者が１人の場合

▼同一世帯に被保険者が複数の場合
・被保険者全員の「年金収入※2＋その他の合計所得金額※3」の
　合計が３２０万円以上

市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般Ⅱ
に該当する被保険者がいない方

市町村民税非課税世帯の方

市町村民税課税所得（課税標準額）※1が145万円以上の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

市町村民税課税所得（課税標準額）※1が２８万円以上１４５万円未満
かつ以下の要件を満たす被保険者およびその方と同じ世帯にいる
被保険者

・その方の「年金収入※2＋その他の合計所得金額※3」が２００万円
　以上

市町村民税課税所得（課税標準額）とは、地方税法上の各種控除後の所得のことです。
お住まいの市（区）町村から送付される住民税納税通知書で確認できます（非課税の方には送付されません。）。
また、前年の１２月３１日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得（給与所得が含まれている場合は、給与所得の
金額から１０万円を控除して計算）が３８万円以下の１９歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者
は、自己負担割合の判定にあたって市町村民税課税所得から次の金額を控除します。
①１６歳未満の者・・・１人につき３３万円
②１６歳以上１９歳未満の者・・・１人につき１２万円

年金収入とは、所得税法に規定する公的年金等の収入金額のことで、公的年金等控除や社会保険料、所得税を差し
引く前の金額です。
また、遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額とは、所得税や住民税の対象となる１０種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金額以外の
収入金額から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の所得金額（給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに
１０万円を控除した額）を合計したものです（合計したものがマイナスの場合は０円となります。）。

※１ 

※2 

※3 
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7

年度途中に自己負担割合が変わる場合があります
　自己負担割合は、毎月1日時点の世帯状況で判定します。
　世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。
　また、市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に
遡って自己負担割合が変わる場合があります。
★自己負担割合が変更された場合、当該期間中に医療機関の窓口で支払った自己負担額を精算（追加徴収
　または還付）させていただくことになりますのでご了承ください。

　災害などの特別な理由により、医療費の支払いが困難となった場合は、
申請により医療費の自己負担が減免または徴収猶予されることがあります
ので、市（区）町村の窓口（➡29ページ）にお問い合わせください。

■「現役並み所得者（３割負担）」に該当しない場合があります
●「現役並み所得者」のうち、昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険
者全員の賦課のもととなる所得金額※4の合計が２１０万円以下の場合は、１割または２割
負担となります。

●「現役並み所得者」のうち、次に該当する方は「基準収入額適用申請」により１割または２割
負担に変更できます。

　▼同一世帯に被保険者が1人の場合（次のいずれかに該当するとき）
　 ・その方の収入※5の合計金額が３８３万円未満
　 ・その方の収入※5の合計金額は３８３万円以上だが、同一世帯の７０歳から７４歳までの方
　  全員の収入を含めた収入の合計金額が５２０万円未満

　▼同一世帯に被保険者が複数の場合
　 ・被保険者全員の収入※5の合計金額が５２０万円未満

賦課のもととなる所得金額については、２５ページをご覧ください。

収入とは所得税法に規定される収入であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。
所得金額ではありません。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります（所得が０円またはマイナスにな
る場合でも売却金額が収入となります。）。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について申告不要を選
択した場合は含まれません。

※4

※5

原則は「基準収入額適用申請」が必要ですが、お住まいの市（区）町村で対象者の方
が上記の基準に該当することを確認できる場合は、申請不要です。
お住まいの市(区)町村と住民税を課税する市(区)町村が異なる等で確認できない
場合は、申請が必要となりますので収入金額がわかる書類をご用意のうえ、お住ま
いの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で手続きしてください。

（注）
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医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合医療費の自己負担割合

自己負担割合 所得区分 条　件

2割 一般Ⅱ

1割

一般Ⅰ

区分Ⅱ
区分Ⅰ

3割 現役並み
所得者

　医療費の自己負担（一部負担金）の割合は、1割、2割または３割です。
　自己負担割合は、8月１日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得
に応じて判定されます。

　判定のながれの詳細については８・９ページのフローチャートを参照してください。
※ここでの「被保険者」とは、千葉県の後期高齢者医療制度に加入している方を指します。

6

▼同一世帯に被保険者が１人の場合

▼同一世帯に被保険者が複数の場合
・被保険者全員の「年金収入※2＋その他の合計所得金額※3」の
　合計が３２０万円以上

市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般Ⅱ
に該当する被保険者がいない方

市町村民税非課税世帯の方

市町村民税課税所得（課税標準額）※1が145万円以上の被保険者
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

市町村民税課税所得（課税標準額）※1が２８万円以上１４５万円未満
かつ以下の要件を満たす被保険者およびその方と同じ世帯にいる
被保険者

・その方の「年金収入※2＋その他の合計所得金額※3」が２００万円
　以上

市町村民税課税所得（課税標準額）とは、地方税法上の各種控除後の所得のことです。
お住まいの市（区）町村から送付される住民税納税通知書で確認できます（非課税の方には送付されません。）。
また、前年の１２月３１日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得（給与所得が含まれている場合は、給与所得の
金額から１０万円を控除して計算）が３８万円以下の１９歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者
は、自己負担割合の判定にあたって市町村民税課税所得から次の金額を控除します。
①１６歳未満の者・・・１人につき３３万円
②１６歳以上１９歳未満の者・・・１人につき１２万円

年金収入とは、所得税法に規定する公的年金等の収入金額のことで、公的年金等控除や社会保険料、所得税を差し
引く前の金額です。
また、遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額とは、所得税や住民税の対象となる１０種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金額以外の
収入金額から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の所得金額（給与所得がある場合は、給与所得控除後さらに
１０万円を控除した額）を合計したものです（合計したものがマイナスの場合は０円となります。）。

※１ 

※2 

※3 
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7

年度途中に自己負担割合が変わる場合があります
　自己負担割合は、毎月1日時点の世帯状況で判定します。
　世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。
　また、市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に
遡って自己負担割合が変わる場合があります。
★自己負担割合が変更された場合、当該期間中に医療機関の窓口で支払った自己負担額を精算（追加徴収
　または還付）させていただくことになりますのでご了承ください。

　災害などの特別な理由により、医療費の支払いが困難となった場合は、
申請により医療費の自己負担が減免または徴収猶予されることがあります
ので、市（区）町村の窓口（➡29ページ）にお問い合わせください。

■「現役並み所得者（３割負担）」に該当しない場合があります
●「現役並み所得者」のうち、昭和２０年１月２日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険
者全員の賦課のもととなる所得金額※4の合計が２１０万円以下の場合は、１割または２割
負担となります。

●「現役並み所得者」のうち、次に該当する方は「基準収入額適用申請」により１割または２割
負担に変更できます。

　▼同一世帯に被保険者が1人の場合（次のいずれかに該当するとき）
　 ・その方の収入※5の合計金額が３８３万円未満
　 ・その方の収入※5の合計金額は３８３万円以上だが、同一世帯の７０歳から７４歳までの方
　  全員の収入を含めた収入の合計金額が５２０万円未満

　▼同一世帯に被保険者が複数の場合
　 ・被保険者全員の収入※5の合計金額が５２０万円未満

賦課のもととなる所得金額については、２５ページをご覧ください。

収入とは所得税法に規定される収入であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。
所得金額ではありません。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります（所得が０円またはマイナスにな
る場合でも売却金額が収入となります。）。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について申告不要を選
択した場合は含まれません。

※4

※5

原則は「基準収入額適用申請」が必要ですが、お住まいの市（区）町村で対象者の方
が上記の基準に該当することを確認できる場合は、申請不要です。
お住まいの市(区)町村と住民税を課税する市(区)町村が異なる等で確認できない
場合は、申請が必要となりますので収入金額がわかる書類をご用意のうえ、お住ま
いの市(区)町村の後期高齢者医療担当課の窓口で手続きしてください。

（注）
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医療費の自己負担割合は、以下のながれで判定します。
①で３割負担となるかどうかを判定し、②で１割負担か２割負担かを判定します。

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

はい★

はい
★

はい
★

いいえ

医療費の自己負担割合の判定のながれ

同じ世帯にいる被保険者は、本人のみである

本人を含め同じ世帯に、
昭和20年1月2日以降
生まれの被保険者がいる

本人の収入※5が、
383万円未満である

本人と70歳から74歳までの
方の収入※5の合計金額が
520万円未満である

本人を含め同じ世帯に市町村民税課税所得
（課税標準額）※1が145万円以上の被保険者
がいる

本人および世帯内の被保険者の収入※5
の合計金額が520万円未満である

3割負担

（現役並み所得者）

②へ進む

②へ進む

①スタート

いいえ
同じ世帯に70歳から74歳
までの方がいる

★に該当する方は、「基準収入額適用申請」が必要な場合がありますのでお住まいの市（区）町村の窓口（➡29ページ）へ
　お問い合わせください。

※ここでの「被保険者」とは、千葉県の後期高齢者医療制度に加入している方を指します。

世帯内の被保険者全員の賦課のもと
となる所得金額※4の合計が210万
円以下である

3割

　

　
の
費
療
医

合
割
担
負
己
自

はい

はい

はい はい いいえいいえ

いいえ

いいえ

同じ世帯にいる被保険者は、本人のみである

本人の「年金収入※2
+その他の合計所得金額※3」が
200万円以上である

本人および世帯内の
被保険者の「年金収入※2
+その他の合計所得金額※3」の
合計が320万円以上である

収入

2割負担

本人を含め同じ世帯に市町村民税課税所得（課税標準額）※1が
28万円以上の被保険者がいる

②スタート

9

1割負担

※１～３、※５は６・7ページ、※４は25ページを参照してください。

1割

2割
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医療費の自己負担割合は、以下のながれで判定します。
①で３割負担となるかどうかを判定し、②で１割負担か２割負担かを判定します。

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ いいえ

はい

はい★

はい
★

はい
★

いいえ

医療費の自己負担割合の判定のながれ

同じ世帯にいる被保険者は、本人のみである

本人を含め同じ世帯に、
昭和20年1月2日以降
生まれの被保険者がいる

本人の収入※5が、
383万円未満である

本人と70歳から74歳までの
方の収入※5の合計金額が
520万円未満である

本人を含め同じ世帯に市町村民税課税所得
（課税標準額）※1が145万円以上の被保険者
がいる

本人および世帯内の被保険者の収入※5
の合計金額が520万円未満である

3割負担

（現役並み所得者）

②へ進む

②へ進む

①スタート

いいえ
同じ世帯に70歳から74歳
までの方がいる

★に該当する方は、「基準収入額適用申請」が必要な場合がありますのでお住まいの市（区）町村の窓口（➡29ページ）へ
　お問い合わせください。

※ここでの「被保険者」とは、千葉県の後期高齢者医療制度に加入している方を指します。

世帯内の被保険者全員の賦課のもと
となる所得金額※4の合計が210万
円以下である

3割
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はい

はい

はい はい いいえいいえ

いいえ

いいえ

同じ世帯にいる被保険者は、本人のみである

本人の「年金収入※2
+その他の合計所得金額※3」が
200万円以上である

本人および世帯内の
被保険者の「年金収入※2
+その他の合計所得金額※3」の
合計が320万円以上である

収入

2割負担

本人を含め同じ世帯に市町村民税課税所得（課税標準額）※1が
28万円以上の被保険者がいる

②スタート

9

1割負担

※１～３、※５は６・7ページ、※４は25ページを参照してください。

1割
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窓口でのお支払い

お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときお医者さんにかかるとき

給付の
対象となるもの

診察、治療、
薬や注射などの処置、
入院および看護　など

給付の
対象とならないもの

保険外診療、差額ベッド代、
健康診査、予防接種、歯列矯正、
仕事中のケガ（労災制度）など

10

　病気やケガによりお医者さんにかかるとき、保険証を提示することにより療養の給付を
受けることができます。

　医療機関や薬局の窓口では、かかった医療費の1割、2割または3割を自己負担額として
支払います。
　ただし、市町村民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」（➡18ページ）、
現役並み所得者ⅠまたはⅡに該当する方は「限度額適用認定証」（➡18ページ）
その医療機関や薬局では自己負担限度額（➡11ページ）以上のお支払いをする必要がなくなり
ます。

を提示すると、

●一般及び現役並み所得者Ⅲに該当する方は、
保険証の提示のみで自己負担限度額までの
お支払いで済みます。

●マイナ保険証等で、医療機関でオンライン資格
確認の仕組みにより所得区分を確認できる場合
には、限度額適用認定証等を提示することなく、
医療費の窓口負担をあらかじめ上限に抑える
ことができます。

●オンライン資格確認とは、健康保険証として利用
登録が済んでいるマイナンバーカード等により、
医療機関等の窓口で資格情報（自己負担割合
など）の確認ができることをいいます（ただし、
オンライン資格確認ができる医療機関等に
限ります。）。

に
ん
さ
者
医
お

き
と
る
か
か

11

※1　過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
※2　過去12か月以内に「外来＋入院（世帯単位）」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
※3　1年間（毎年8月1日から翌年7月31日まで）のうち所得区分が「一般」または「市町村民税非課税世帯」であった

月の外来（個人単位）の自己負担額の合計額の上限です。（➡18ページ）

●75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります

●自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用
  （雑費や差額ベッド代など）は合算できません。

※4　窓口負担割合が２割の方は、負担を抑えるための配慮措置があります（令和7年9月30日まで）。１か月の外来受診
の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます（入院の医療費は対象外です。）。

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）外来（個人単位）

自己負担
割合

一
般

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

区
分
Ⅱ

区
分
Ⅰ

6,000円＋（医療費－3万円）×10%
または、18,000円の
いずれか低い方を適用※4

〈年間144,000円※3〉

18,000円
〈年間144,000円※3〉

8,000円

24,600円

〈44,400円※2〉
57,600円

15,000円

Ⅰ 市町村民税課税所得28万円未満
※住民税が課税されている世帯

世帯全員が市町村民税非課税の方

Ⅱ 市町村民税課税所得28万円以上
※住民税が課税されている世帯

1割

2割

現
役
並
み
所
得
者

252,600円＋（医療費－842,000円）×1%
〈140,100円※1〉

167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
〈93,000円※1〉

80,100円＋（医療費－267,000円）×1%
〈44,400円※1〉

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

市町村民税課税所得690万円以上
の被保険者およびその被保険者と
同一世帯の被保険者

市町村民税課税所得380万円以上
の被保険者およびその被保険者と
同一世帯の被保険者

市町村民税課税所得145万円以上
の被保険者およびその被保険者と
同一世帯の被保険者

3割

（障がい認定により加入された方は2分の1にはなりません。2割の方の外来受診では、6,000円＋(医療費－3万円)×10％
または、9,000円のいずれか低い方が適用されます。配慮措置の自己負担限度額は２分の１にはなりません。）。

自己負担限度額（月額）
　自己負担限度額は外来（個人単位）を適用後に、外来＋入院（世帯単位）を適用します。
①個人単位：外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。（➡17ページ）
②世帯単位：①を計算した後、入院分を含めた世帯（後期高齢者医療制度の被保険者のみ）の自己負担額の合計額を計算し、
　　　　　　限度額を超えた分がかかった医療費に応じて按分され、被保険者それぞれに支給されます。（➡17ページ）

●市町村民税非課税世帯で、
　その世帯全員の個々の所得
 （年金収入は、控除額80万円
　として計算。また、給与所得の
　金額から10万円を控除して
　計算）が0円となる方
●市町村民税非課税世帯で、
　被保険者本人が老齢福祉年金を
　受給している方
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窓口でのお支払い

お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときお医者さんにかかるとき

給付の
対象となるもの

診察、治療、
薬や注射などの処置、
入院および看護　など

給付の
対象とならないもの

保険外診療、差額ベッド代、
健康診査、予防接種、歯列矯正、
仕事中のケガ（労災制度）など
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または、9,000円のいずれか低い方が適用されます。配慮措置の自己負担限度額は２分の１にはなりません。）。

自己負担限度額（月額）
　自己負担限度額は外来（個人単位）を適用後に、外来＋入院（世帯単位）を適用します。
①個人単位：外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。（➡17ページ）
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　医療分の自己負担限度額　57,600円
＋食事代　　　　　　　　　42,780円（460円×3食×31日分）
　　　　　　　　　　　＝100,380円

所得区分が「一般」の方が
1か月（31日）入院した場合

雑費とは、入院中に使う病衣やテレビなどの使用料です。
差額ベッド代とは、特別室（特別療養環境室）を利用したときにかかる使用料です。

村
町
市

税
民

帯
世
税
課
非

療養病床以外 療養病床食事代は1食当たり、
　居住費は1日当たり

所得区分

　　　　　　  の金額

老齢福祉年金受給者
区分Ⅰ
長期入院該当※１
区分Ⅱ

現役並み所得者・一般
食事代 食事代 居住費 食事代
460円※2 460円※3 460円
210円

210円 370円
210円

160円 160円
130円

100円100円
100円 0円

※1　長期入院該当の認定には、申請が必要です。申請月から過去1２か月の区分Ⅱの入院日数が91日（後期
高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。）以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
（➡18ページ）

※2　特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方は260円
※3　一部医療機関では420円
※4　特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方は0円
●療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要

●令和６年６月１日以降、所得区分等に応じて食事代の自己負担額が引き上げとなる見込みです。

性が高い場合は、入院時食事療養費と同額に負担が軽減されます。
●市町村民税非課税世帯の方が、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると上記の金額となります。
提示しない場合は「現役並み所得者・一般」区分での金額となります。

ただし、医療機関でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分を確認できる場合には提示することなく
上記の金額となります（長期入院該当は除く）。

　食事代は遡って支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。（➡18ページ）

入院時食事
療養費の支給

例

※入院時の費用には、他に雑費や差額ベッド代などがかかることがあります。

医療の必要性が
高い場合

居住費

370円※4

0円

※2
※3

　入院にともなって、治療費や手術費用などで医療費が高額に
なった場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。A

Q入院したとき、病院に支払う金額は
1か月どれくらい必要になるのですか？

入院時の食事代（入院時食事療養費・入院時生活療養費）
　入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。
　また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。

入院時生活
療養費の支給（　　　　　）（　　　　　）
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■交通事故にあったときは必ず市（区）町村と警察へ届け出をしましょう
　加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなる場合
があります。
　ケガの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社
などを確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。

第三者の行為による傷病の治療に保険証を使用すると、
保険診療となり、保険証を使わない場合 自由診療）と

比べて医療費が低くなります。
A

Q 保険証を使った場合、どのような
メリットがありますか？

自損事故の場合でも、保険証
を使用するためには届け出が
必要です。なお、自損事故の車等

に同乗していた方が保険証を使用し
て治療を受ける場合にも、同様に
届け出が必要です。

A
Q 自損事故の場合も

届け出が必要なの？

自転車同士や自転車と
歩行者によるケガでも、

相手がある事故の場合には
届け出が必要です。

A

Q自転車同士、自転車と
歩行者のケガでも届け出
が必要なの？

交通事故等
で保険証を
使うとき

第三者の行為による受診で保険証を使う場合は、必ず市（区）町村へ届け出が必要です。

　交通事故など第三者（加害者）の行為によってケガや病気をした場合の
医療費は、第三者（加害者）が負担するのが原則ですが、届け出により
保険証を使って診療を受けることができます。　
　この場合、広域連合が一時的に医療費を立て替え、その後第三者（加害者）
に請求します。

交通事故にあったとき

届け出に
必要なもの

①第三者の行為による傷病届
②事故発生状況報告書
③念書　
④交通事故証明書　
⑤交通事故にあった方の保険証　
⑥人身事故証明書入手不能理由書（④が物件事故の場合）
⑦印かん　　　　
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